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高難度新規医療技術等評価委員会

・当該高難度新規医療技術等の提供に関する
倫理的・科学的な妥当性、当院で当該高難度
新規医療技術を提供することの適切性並びに
当該高難度新規医療技術の適切な提供方法に
ついて審査を行い、当該高難度新規医療技術
等の提供の適否等を決定する。
・当該高難度新規医療技術等が適正な手続に
基づいて提供されていたかどうかに関し、定
期的に、及び術後に患者が死亡した場合その
他必要な場合には、診療録等の記載内容を確
認する。
・高難度新規医療技術等が適正な手続きに基
づいて提供されていたかどうか、従業者の遵
守状況の確認を行う。

申請者
（診療科等）

※事前に術前
カンファレン
ス等での検討
が必要

①審査申請

②審査結果報告

④実施状況報告

③実施確認

②審査結果報告

⑤実施報告

【申請対象となる案件】
・高難度新規医療技術（当院で実施したことのない医療技術（軽微
な術式の変更等を除く。）であってその実施により患者の死亡その
他の重大な影響が想定されるもの）の導入に関する事項（外保連試
案の難易度Ｅや一部の難易度Ｄに該当する高難度医療技術が該当）
・未承認新規医薬品
・当院で使用したことのない医薬品の適応外使用
・禁忌医薬品の使用


